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◆ゼロ・ウェイストセンター  ☎070-2616-9012　  ◆ゴミステーション IP050-3438-8110

家電リサイクル法に基づく正しい処分方法家電リサイクル法に基づく正しい処分方法

　新しく製品を購入する場合（買替え）は、今までに使用していた製品（買替え品と
同様のもの）をその販売店で引き取っていただけます。別途、リサイクル料金と収集
料金が必要になります。
　収集料金等については、販売店に直接お問い合わせください。

　その販売店で引き取っていただけます。別途、リサイクル料金と収集料金が必要に
なります。
　収集料金等については、販売店に直接お問い合わせください。

（商品を譲り受けた、現在は営業していない、引越し等により購入した販売店が遠方に
ある場合も含む）
　最寄りの販売店等にお問い合わせいただくか、ゴミステーションで回収します。
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お問い合わせ　◆企画環境課  ☎46-0111 IP050-3438-8071
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ポイント付与は
「ゴミステーション」で行います。



  クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）とは

  「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、
極端な高温時における熱中症による重大な健康
被害の発生を防止するため、冷房が効いた部屋
を開放し、暑さをしのぎ熱中症などの対策に役
立てる施設として、クーリングシェルター (指定
暑熱避難施設)を開設します。

  熱中症特別警戒アラートとは

　熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健
康被害が生ずるおそれのある場合に環境大臣が発表するものです。
　徳島県内のすべての暑さ指数（WBGT）情報提供地点において、翌日の最高暑さ指数が
35以上となることが予測される場合、熱中症特別警戒アラートが発表されます。

【注意事項】
　クーリングシェルターは原則、「熱中症特別警戒アラート」が発表された時のみ開設します。
「熱中症警戒アラート」発表時には開設しないので、ご注意ください。
　なお、開設については、前日に町内放送にて周知します。
　施設の利用状況により、上記記載と異なる部屋を開放する場合があります。

【お問い合わせ】　住民課

「熱中症特別警戒アラート」発令により
クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）を開設します

施設名

高 鉾 公 民 館

傍示定住センター

所在地 開設時間 備　 考

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

正木字中津
66番地

開設による
受入可能人数

①1F 和室……15人
②2F 会議室…15人

①和室 ……… 30人

①和室 ……… 10人
②ホール …… 40人

①2F 和室……20人
②2F 会議室…20人

①和室 ……… 20人
②会議室 …… 10人

①が満室となった
場合②を開放予定

①が満室となった
場合②を開放予定

①が満室となった
場合②を開放予定

①が満室となった
場合②を開放予定

傍示字下地
65番地1

福原字平間
45番地2

福原字下
横峯3番地1

旭字蔭
66番地

福原ふれあい
セ ン タ ー

上勝町コミュニ
ティセンター

上勝町基幹集落
セ ン タ ー

上勝町クーリングシェルター指定施設一覧（５施設）



  【お問い合わせ】教育委員会 ☎ 45-0111　IP 050-3438-7311

地区対抗６人制ソフトバレーボール大会
開催日時 ７月31日（木）８月１日（金）19時～　（チーム数等により変更あり）
場　　所　上勝中学校体育館
実施要項　○町内在住者、もしくは町内の事業所に勤務する者で作るチームであること。なお、詳し

い事項については、各名総代へ発送いたしますので、各地区でご相談のうえお申し込み
ください。
○大会中の事故等については、主催者は一切責任を負いません。

参加申し込み　７月17日（木）（必着）までに、名簿を教育委員会へ提出してください。
　　※組み合わせ及び実施要項については、後日チーム代表者に送付いたします。

上勝町主催

各種対抗別ソフトボール大会
開催日時（雨天時延期） ７月10日（木）11日（金）19時～　（チーム数等により変更あり）
　　　　　　　　　　　（予備日）７月17日（木）18日（金）
場　　所　福川グラウンド
実施要項　○町内在住者、もしくは町内の事業所に勤務する者で作るチームであること。

○本年度もＥＤＨ（特別指名打者）制を採用します。
○女性が常時２名以上出場していること。（２名のうち１名がＥＤＨでもよい。）
○大会中の事故等については、主催者は一切責任を負いません。

参加申し込み　７月８日（火）（必着）までに、名簿を教育委員会へ提出してください。
組み合わせ及び実施要項については、後日チーム代表者に送付いたします。

上勝町スポーツ協会主催

　５月25日福原農村公園にて、第58回彩杯グラウンドゴルフ大会が開催されました。
　７チーム22名が参加し、なでしこチームが団体優勝、個人の部では笠松廣美さんが優勝さ
れ、賑やかな大会となりました。
　結果は次のとおりです。（敬称略）

●団体の部
　優　勝　なでしこ
　準優勝　さくらんぼ
　第三位　あやめ

第58回彩杯グラウンドゴルフ大会の結果
上勝町スポーツ協会主催

団体優勝：なでしこのみなさん 個人優勝：笠松廣美さん

●ホールインワン賞（順不同）
　柳本敏子、井岡五十惠、
　笠松 美、山田千浪、
　武市泰徳

●個人の部
優　勝　笠松 美
準優勝　武田ミサヱ
第三位　日下艶子

【お問い合わせ】教育委員会　☎45-0111　IP 050-3438-7311



（アレルギー対応についてはご相談ください）
（都合によりメニューを変更することがあります）

み ん な の 食 堂
上勝キッチ ンあぐり家

農振計画及び地域計画の変更申請について
　町の農地の大部分が「農業振興地域の整備に関する法律」（農振法）に基づく農業振興地域に指定
されており、農業振興地域の農用地区域内の農地（農用地区域や農振青地と呼ばれる農地）は原則と
して農地転用ができません。
　農用地区域である農地を宅地などの農地以外の用途に変更する場合には、町に申請をして農用地区
域から除外（農振除外）の手続きを行う必要があり、農地を農業用施設用地等にするためには、「用
途区分の変更」手続きが必要となります。
　また、農地が地域計画に指定されている場合には、地域計画の変更（除外）手続きを農振除外の前
に完了しておく必要があります。
　今年度から年２回、８月及び２月に受け付けを行いますので期限内に申請をしてください。
　なお、申請をしても農振法に定められた計画変更の要件がすべて満たされなければ除外はできませ
ん。また、地域計画に策定されている農地の場合については、地域計画の変更（除外）手続きも必要
となるため、申請から実際に農振除外が完了するまでに、１年程度の期間を要する可能性があります。

★申請期間　８月１日（金）～８月29日（金）

★受付・お問い合わせ　産業課

「子ども」も「元子ども」も、どなたでも、皆さんご一緒に、
ぜひ、晩ご飯食べに来てください。毎月１回、開催予定です。

申込み：７月3日より先着80食（定数に達し次第締め切ります）
こちらのQRコードからお申し込みください ➡

お願い： 当日37.5℃以上の発熱や体調不良がある場合は、利用をお控えください。
　　　　★調理などをお手伝いくださるボランティアさん、大歓迎です。
連絡＆お問い合わせ：あぐり家事務局（酒井） TEL ０８０－５６６９－３２８２
スタッフ：北山千晶　高石敏子　新田博枝　酒井里美

〈この活動は「とくしま子どもの居場所づくり推進基金」の助成を受けています〉

令和７年7月24日 木
場所：上勝町コミュニティセンター

１７:００～２０:００
（ラストオーダー１９:３０） 



運動教室　理学療法士やＡＬＴの先生、英語が
話せるママさんを講師にお迎えし、楽しく体力
づくりを行っています。

６月11日ホテルクレメント徳島での授賞式 令和６年９月イベント
岸さん（生実）の阿波尾鶏養鶏場を見学させていただきました。

　あえるば上勝は、公益社団法人「小さな親切」運動徳島県本部
より、2025年度「小さな親切」実行賞を受賞いたしました。
　「小さな親切」実行賞とは、ささやかな親切、思いやりのある
行為を行った個人や団体に、感謝の心とともに贈られる賞です。
　当団体は令和３年に設立し、公園の様に気軽に集まれる親子の
交流の場作りを行ってきました。毎月１回、子ども達と町内外の
多様な人材との交流や上勝町の豊かな自然環境を繋げる活動、金
曜日の夕方に理学療法士等による放課後運動教室を実施していま
す。上勝町様や社会福祉協議会様、また地域の方々にご支援いた
だき、活動を続けています。心からお礼申し上げます。

あえるば上勝あえるば上勝「小さな親切」 実行賞 受賞「小さな親切」 実行賞 受賞

不要

み

み



インターネットおよびCATV・IP電話サービス
故障かな？…と思ったら下記までお問い合わせください。

新規申込・解約・故障・各種変更など

☎ 

入場料無料ですので、ご家族ご近所の方等お声
かけいただき、たくさんの方のご来場を心より
お待ちしております。

　５月28日（水）、受講生17名が参加し、
令和７年度最初の高齢者教室を開催し
ました。開講式では、立川教育長の主
催者挨拶に続いて、ご来賓の花本町長
様、平原議員様、針木老人クラブ連合
会会長様からご祝辞をいただきました。
　記念講演は、幸田朋也氏（上勝町診
療所長）をお招きし「生きがいをもっ
て健康な生活を」と題して、生きがい
をもつことの大切さを学ぶとともに、
質問コーナーでは体を整える水の役割
や肩こりの対処法等について丁寧に説
明していただきました。
　健康講座では、八百原侑希氏（鍼
サロンちょ：鍼 師・柔道整復師）を
お招きし、「夏に向けての体づくり」
と題して、汗をかく練習や蒸しタオル
養生法を教わるとともに、体のツボへ
のお を体験し、心地よい時間となり
ました。
　これからも皆様のご参加を、心から
お待ちしております。

【お問い合わせ】
教育委員会 ☎45-0111
　　　　　 IP 050-3438-7311

・・刑務Ａ及び刑務Ａ（武道）
平成８年４月２日から平成20年４月１日生まれの男子
・刑務Ｂ及び刑務Ｂ（武道）
平成８年４月２日から平成20年４月１日生まれの女子
・刑務Ａ（社会人）
昭和60年４月２日から平成８年４月１日生まれの男子
・刑務Ｂ（社会人）
昭和60年４月２日から平成８年４月１日生まれの女子

◦申込み受付期間
７月11日（金）9：00～７月24日（木）【受信有効】
◦申込方法
インターネットにより行ってください。
◦第一次試験日　９月21日（日）
◦第一次試験合格者発表日　10月15日（水） 9：00

刑務官は、原則として刑務所、少年刑務
所又は拘置所に勤務する国家公務員です。
詳細は、国家公務員試験採用情報NAVI
（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）
又は、法務省（http://www.moj.go.jp/）
公式ホームページを参照ください。

【お問い合わせ】
徳島刑務所庶務課人事係（☎088-644-0111）
平日　午前８時30分～午後５時

上勝町芸術文化協会主催

映画「ラーゲリより愛を込めて」を上映します
日時：令和７年７月６日（日）　14時～
場所：高鉾公民館　２階（大ホール）
題名：ラーゲリより愛を込めて

【お問い合わせ】　教育委員会　☎45-0111　IP 050-3438-7311

第１回 高齢者教室を終えて
（高等学校卒業程度ですが、大学卒も受験できます。）

令和７年度 刑務官採用試験



マイナポータルから電子申請できます
パソコン・スマホから簡単に申請できる電子申請をぜひご利用ください。

詳しくは、日本年金機構の
「電子申請（マイナポータル）」をご覧ください。

　国民年金保険料を納付することが困難な場合、保険料の納付猶予または全額、もしくは一
部（４分の１、半額、４分の３）が免除になる制度があります。令和7年度の免除等の受付
は令和7年７月１日から開始され、承認期間は7月から翌年6月までです。

❖「継続審査」の対象者は申請不要です
　免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、「全額免除」、「納付猶予」が承認され
た方は、申請時に次の申請期間（翌年度）以降も引き続き免除を希望していれば、「継続審査」
の対象となります。「継続審査」の対象者は、翌年7月に日本年金機構により自動で審査
されるため、毎年度の申請は不要となります。

❖ 「継続審査」の対象にならない方
　令和6年度（令和6年7月～令和7年6月）の申請結果が、下記に該当した方は改めて申
請が必要になります。
・一部免除（4分の1免除、半額免除、4分の3免除）が承認された方
・失業、倒産、事業の廃止、天災等による「特例」により承認された方
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることにより承認された方

免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます！
例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても、年金額が２分の１保障されます。
※納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。

万が一の際にも保障を確保！
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年
金を受け取ることができます。

※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。

7月は国民年金保険料免除申請等の受付・更新時期です

【申請・お問い合わせ】　住民課もしくは徳島南年金事務所 ☎ 088-652-1511

サマージャンボ7億円
サマージャンボミニ同時発売

（1等5億円・前後賞各1億円合わせて）

公益財団法人徳島県市町村振興協会

発売期間7/11（金）～8/11（月）
7月11日金発売!



【上勝町寄附金】
○高齢者福祉推進基金
　西口　賢一　様（上勝町正木）
○その他（まちづくり推進のため活用）
　トミヤマモーター　様（大阪府吹田市）　

【ふるさと納税寄附金】
○ふるさと創生夢基金
　折部　匡　様（徳島県小松島市）

【企業版ふるさと納税寄附金】
三菱地所株式会社　執行役社長　中島　篤　様（東京都千代田区）
「上勝町まち・ひと・しごと創生推進事業（第２期）」（町に新しいひとの流れをつくる事業）

ご寄附の意思に添えるよう、有効に活用させていただきます。
格別のご芳志、誠にありがとうございました。

　
７
月
１
日
よ
り
、
上
勝
町
地
域
お
こ
し
協
力

隊
と
し
て
上
勝
町
民
と
な
っ
た
岡　

進
で
す
。

生
ま
れ
は
京
都
府
北
部
、
丹
後
の
宮
津
で
す
。

宇
都
宮
市
と
京
都
市
で
学
生
時
代
を
過
ご
し
、

大
阪
で
20
年
間「
食
品
加
工
」、「
健
康
食
品
開
発
」

に
関
わ
る
仕
事
を
し
て
、
３
年
前
に
徳
島
へ
移

住
し
て
き
ま
し
た
。

　

移
住
の
切
っ
掛
け
は
、
私
か
ら
数
え
て
四
代

前
に
当
た
る
高
祖
父
（
丹
波
）
が
明
治
初
期
に

「
阿
波
の
藍
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
解

っ
た
こ
と
で
し
た
。
更
に
徳
島
に
来
て
か
ら
、

岡
の
一
族
の
発
祥
地
の
一
つ
が
鳴
門
で
あ
る
こ

と
も
解
り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
縁
が
重
な
り

鳴
門
市
撫
養
町
に
事
務
所
を
構
え
て
、
鳴
門
の

飲
食
関
係
の
方
々
と
仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。
縁
は
更
に
積
み
上
が
り
、〝
上
勝
町
〞

と
い
う
町
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
あ
っ
と
い
う

間
に
そ
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
ま
し
た
。

　

私
の
目
に
は
、
上
勝
町
は
ま
る
で
〝
阿
波
の

ガ
ラ
パ
ゴ
ス
〞
の
よ
う
な
宝
物
に
見
え
て
い
て

不
思
議
で
引
き
込
ま
れ
る
土
地
で
す
。
見
渡
す

限
り
、
興
味
深
い
食
材
と
そ
の
食
材
を
生
み
出

す
風
土
が
拡
が
っ
て
い
て
、
楽
し
い
未
来
し
か

想
像
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
が
今
ま
で
得
て
き
た

技
術
、
経
験
、
人
材
資
源
を
上
勝
町
の
為
に
発

揮
で
き
る
こ
と
が
切
な
る
願
い
で
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊　

岡

進

　

上
勝
杉
を
主
体
と
し
た
木
造
建
築
の
企
画
・

設
計
・
工
事
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、木
製
の
土
木
・

公
園
資
材
の
開
発
・
製
造
・
施
工
造
園
・
緑
化

工
事
の
企
画
・
設
計
・
施
工
、
端
材
等
を
利
用

し
た
木
工
品
製
作
お
よ
び
販
売
、
阿
波
晩
茶
（
神

田
茶
）
の
製
造
販
売
等
、
㈱
も
く
さ
ん
を
拠
点

と
し
た
産
業
振
興
活
動
に
取
り
組
み
ま
す
。



休　診

海の日

☎  44-5010
IP  050-3438-7872
Ｆ  44-5011FAX

医科受付  8時30分～11時30分/14時～16時30分
　　　　  水曜日午後/15時～16時30分
歯科受付  8時30分～11時30分/13時～16時30分

7月15日㈫13時30分～15時
コミュニティセンター

人権・行政・厚生・福祉、家庭内や近隣との悩み事な
どなんでもお気軽にご相談ください。心配ごと相談
の日以外のご相談は上勝町社会福祉協議会まで。

月～金　7時30分～14時
土・日　7時30分～15時30分
ゼロ・ウェイストセンター
〇廃タイヤ…１㎏までごとに100円
〇廃消火器（20型以下）

　 … リサイクルマーク 有→無料
無→550円

〇特定家電（テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫）
　 … リサイクル料金と運搬手数料
IP 050-3438-8110

（廃タイヤ・廃消火器・特定家電）

〔７月22日・29日と８月は休講です〕
※ 短時間の受講も可能です。

※

幸　田

山　本

山　本

幸　田

幸　田 幸　田

山　本

山　本

幸　田

☎  46-0302
IP  050-3438-8001
Ｆ  46-0302医科受付・診療　13時～14時30分 FAX

障がい児者の支援、相談を受け付けていま
す。障がい者手帳の取得、補装具、住宅改修、
障がい福祉サービス等どんなことでもお手
伝いいたします。お気軽にお電話ください。

相談支援事業所ぱーとなー

※外来担当医は急患等により変更になることがあります。ご了承ください。
※16日は、幸田医師が担当します。

※16日は、幸田医師が担当します。

　発熱や咳など風邪症状がみられる場合の受診は、他の患者さまと接触しない
よう、診察時間を次のとおり設定していますので、ご理解・ご協力をお願いします。
○発熱外来診察時間 … 月曜日～金曜日　  各日 11時～12時
※上記時間外も可能な限り対応しますので、まずはお電話をお願いします。

発熱などがある場合の受診について（発熱外来）

午　前

午　後
医 科

歯　　科

幸　田

幸　田 幸　田

住　吉

住　吉

住　吉

住　吉

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

幸　田

樫　原

樫  原
幸  田

診
検

樫　原

樫  原
幸  田

診
検

樫　原

樫  原
幸  田

診
検

樫　原

樫  原
幸  田

診
検

午　前

午　後
医 科

歯　　科

午　前

午　後
医 科

歯　　科

午　前

午　後
医 科

歯　　科

午　前

午　後
医 科

歯　　科

山　本
13時～15時休診

山　本
13時～15時休診

幸　田幸　田
13時～15時休診

幸　田

幸　田

山　本
13時～15時休診

山　本
13時～15時休診

※

納期限は６月30日㈪でしたが、まだ未納の方
が見受けられます。未納者には、７月18日㈮
に督促状を送付します。早急に納めてください。

１期分
１期分

１期分



　廃棄物処理法では、一部の除外を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと禁止されています。

　焼却禁止の例外となる焼却行為であっても、むやみに燃やしてよいということではなく、場合によっ
ては、違反にとわれることもあります。
　また、全国的に野焼きを原因とした大規模な火災に発展している事案も見られます。
野焼きはやめましょう。

不法就労防止にご協力ください。
　不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰
の対象となります。在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうか容易に判別す
ることができます。
　また、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください。

５年以下の拘禁もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
法人は両罰規定で３億円以下の罰金が科せられます。

罰則



つつしんでご冥福をお祈りいたします

令和７年6月１日現在

手
続
き
の
流
れ

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

安堵 鶴江さん（傍示） 
…………… ブロッコリー

野田 さち子さん・由香さん（傍示）
…   稲苗、田植えお手伝い

山西 貴史さん（勝浦町） 
………… いちご狩り体験

大谷 昇さん（勝浦町） 
……… 生花、果物、お菓子

前月比

世帯数

△ 4
△ 3
△ 1
0

人　口
男
女
世帯数

1,304
610
694
701

人
人
人
戸

正木
傍示
福原
生実
旭

人
人
人
人
人

451
233
177
195
248

227
121
101
113
139

（　　）
（　　）
（　　）
（　　）
（　　）

戸
戸
戸
戸
戸

○ 高齢化率 53.14%

上田　君子さん　  81歳［生実］

5月の視察来町者数令和７年

※オンライン視察も含む

こんな時はご連絡をお願いします。

連絡先：（一社）ひだまり
090-7627-4455

　上勝町では、ごみをゴミス
テーションまで持ち込む手段
を持たないお宅等への運搬支
援を行っており、ご家庭で分
別していただいたごみを奇数
月にご自宅へ収集にうかがっ
ています。
　申請の手続きについては右
記のとおりです。

【申込・お問い合わせ】企画環境課　☎46-0111　IP050-3438-8071

10日㈭

11日㈮

14日㈪

15日㈫

正木地区

生実、傍示地区

八重地、市宇、福原地区

田野々地区

①役場企画環境課へ申請
②役場・民生委員からの認定
③登録
④奇数月に収集
（粗大ごみのみ有料。1車分
につき270円の負担金が必要
です。）

一般廃棄物運搬支援事業

夜間救急当番夜間救急当番夜間救急当番夜間救急当番

☎

☎

救急車の要請救急車の要請救急車の要請救急車の要請

☎

■徳島救急医療電話相談
夜間・休日の急な病気やけがなどの際、家庭でどのように対処すれば
よいか、すぐに医療機関を受診したほうがよいかなど判断に迷ったとき。
○固定電話（プッシュ回線）、
　携帯電話からは、（局番なしの）
○＃7119を利用できない場合には、☎088-622-6530

■徳島こども医療電話相談(15歳未満のお子さん)
○固定電話（プッシュ回線）、
　携帯電話からは、（局番なしの）
○＃8000を利用できない場合には、☎088-621-2365

■相談時間
月曜日から土曜日：午後６時から翌朝８時まで
日曜日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）：24時間対応

【注意】　相談はあくまでも助言であり、電話による診断・治療はできません。

医師や看護師等に
電話で相談できます！

☎＃7119

☎＃8000

７月から、運搬支援を受けられる方の範囲が広がります！
　これまでは、車がない方などが支援の対象でしたが、７月から、車
をお持ちの『80歳以上のみ世帯』の方も申請できるようになりました。
　新たに運搬支援を希望される方は、「手続きの流れ」に沿って役場
企画環境課にお申し込みください。

△ 2
△ 5
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1
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広
報
か
み
か
つ

令
和
７
年
７
月
１
日
発
行
（
毎
月
１
回
発
行
）   №

652
印
刷
：
鳥
海
印
刷
㈲

こ
の
広
報
紙
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

7
印
刷
鳥
海
印
刷
㈲

　

本
町
で
は
昭
和
30
年
７
月
20
日
に
旧
福
原
村
と
高
鉾
村
が
合
併
し
、
現
在
の
上
勝
町
が
誕
生
し
、

本
年
の
７
月
20
日
で
町
制
施
行
70
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
の
節
目
に
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
未
来
を
展
望
し
、
地
域
住
民
の
皆
様

と
共
に
よ
り
一
層
魅
力
あ
る
住
み
や
す
い
地
域
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

11
月
に
は
記
念
式
典
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
町
行
政
に
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

町
制
70
周
年
を
記
念
し
、
懸
垂
幕
を
役
場
本
庁
舎
北
面
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

（
総
務
課
）

上
勝
町
は

　

町
制
施
行
70
周
年
を
迎
え
ま
す




